
※今回のメール配信は、国土交通省が発信元となり、携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」の
サービスを活用して洪水情報を携帯電話ユーザーへ周知するものです。

・本明川の指定河川洪水予報の基準点である「裏山」地点において、
氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機として、流域住民
の主体的な避難を促すために配信する情報です。

配信情報の詳細について

★配信内容(例)

※対象河川の基準観測所及び受持ち区間

【洪水情報のメール配信イメージ】

段階 配信情報 配信契機

① 河川氾濫のおそれがある情報
本明川の裏山基準観測所の水位が氾濫危険水位に到達し、氾濫
危険情報が発表された時

②‐Ⅰ
氾濫が発生した情報

（※河川の水が堤防を越えて流れ出
ている情報）

本明川の裏山基準観測所の受持区間で河川の水が堤防を越えて
流れ出る事象が発生し、氾濫発生情報が発表された時

②‐Ⅱ
氾濫が発生した情報
(※堤防が壊れ河川の水が大量に溢
れ出している情報)

本明川の裏山基準観測所の受持区間で堤防が壊れ、河川の水が
大量に溢れ出る事象が発生し、氾濫発生情報が発表された時
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